
昨年度に行った定額減税補足給付金（調整給付）に
不足が生じた方に不足額給付を実施します。

令和７年1月1日に市内に在住している方が対象です。

不 足

令和7年度分の個人住民税所得割額から1万円を控除します
※対象者は、個人住民税納税通知書または特別徴収税額の決定・変更通知書で確認可。

税務課
☎（45）6217定 減額 税

額 給 付のお知らせ
定額減税を補足する

本人　本人　　令和6年分の合計所得金額が1000～1805万円の方（収入が給与収入のみの場合は1195～2000万円の方）
配偶者配偶者　令和6年分の合計所得金額が48万円以下の方（収入が給与収入のみの場合は103万円以下の方）

定額減税補足給付金専用ダイヤル

6/10（火）～10/31（金）　平日9：00～17：00
（（水）のみ19：00まで）

手続きについて

対象者・給付額について

☎（85）3661

☎（85）3662

対象となる方

対象となる方

対象者に6月上旬から
郵送でお知らせします。

差額分を給付

原則4万円を給付

退職・休職・育休などの理由で、
令和6年分の所得が令和5年分の所得より減少した方

※確定申告・年末調整などで定額減税しきれている方は対象外

青色事業専従者や事業専従者(白色)

こどもの出生などで扶養親族が増えたことにより、
定額減税可能額が大きくなった方

R5所得

例えば…

例えば…

R6所得＞

次の全てを満たす方 ● �令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割が0円で、�
本人として定額減税が対象外

●税制度上の扶養親族の対象外
●低所得世帯向け給付の対象世帯員に該当していないこと

合計所得48万超の方

● �令和６年中に1回以上他市町村へ引っ越してから市内に転入した方
●8月下旬を過ぎても申請書が届かない方

次の方は申請が必要です

R5扶養状況（R5.12.31時点） R6扶養状況（R6.12.31時点）

定額減税の実績額＋令和6年度調整給付額��が定額減税可能額より少ない方

対 象

次の本人・配偶者の所得金額が両方該当する場合、本人の住民税所得割額から１万円を控除します。
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おめでとうございます

健康経営銘柄2025
　健康経営を推進する愛三工業㈱（共和町）が、経済産
業省と東京証券取引所が選定する健康経営銘柄2025に
初めて選定されました。

健康未来政策課　☎（85）3232

広告

財源確保などのため、有料広告を掲載しています。広告内容は、市の推奨を意味するものではありませんので、広告主へ直接お問い合わせください。
有料広告掲載に関するお問い合わせはこちら▶

　東京大学先端科学技術研究センターの小泉悠准教授による特別授業「僕らは戦争を 
知らない。」の講演や、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』を上映します。
　さらに、原爆被害などを疑似体験できるVRゴーグルの展示・体験も行います。

平和について一緒に考えてみよう　おおぶ平和のつどい

地域福祉課　☎（45）6228

▼日時　8/3（日）　12：30～16：20

▼ 場所　�アローブ

▼ 定員　315人（先着順）

▼ 料金　�500円（当日集金・中学生以下無料・�
全席自由・就学前児入場不可）

▼ 申込　6/6（金）　9：00から市ウェブサイトへ。

©2023「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」製作委員会

平和パネル展

8 / 1（金）～7（木）
同時
開催
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